
セクシャルハラスメントに対する処分の報告 
 
日本認知・行動療法学会理事会では、この度、ハラスメント防止規程に基づいて処分を受け

た会員に対し、理事長による厳重注意を行った上で、以下の範囲で学会活動・役割の辞退等

を要請することにしました。本措置は、ハラスメント被害を受けた会員の学会活動の機会が

損なわれることのないよう配慮し、再発防止を図るためになされたものです。 
 
範囲 
・学会役員、委員会委員等に関わる、学会からの委嘱の取り下げ・停止 
・学会が企画する大会、研修会、ワークショップ等での講演者、シンポジスト等に関わる、

学会からの依頼の取り下げ・停止 
・学会関係の懇親会や宴席への参加自粛 
 
期間 
・理事会決定に基いて処分が行われた 2023年 9月 25日より 2年間 


